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芦屋町集中改革プラン実施項目一覧表

大 中 小 実施項目 担当課 評価 ページ番号

1 1 1 指定管理者制度の導入 企画政策課 Ａ 3

1 1 2 保育所の民間移譲の推進 健康・こども課 Ａ 3

1 2 1 下水道使用料の見直し 都市整備課 Ｂ 3

2 1 1 横の連携を可能とする組織づくり 企画政策課 Ａ 4

2 1 2 広域連携の推進 企画政策課 Ａ 4

2 1 3 まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 企画政策課 Ａ 4

3 1 1 職員定員の適正化 総務課 Ａ 5

3 2 1 給与制度の見直し 総務課 Ａ 5

3 2 2 特別職の報酬・費用弁償の見直し 総務課 Ａ 5

4 1 1 人事評価制度の運用 総務課 Ａ 6

4 1 2 職員研修の実施 総務課 Ａ 6

5 1 1 住民参画まちづくりの推進 企画政策課 Ａ 6

5 1 2 自治区担当職員制度の推進 地域づくり課 Ａ 7

5 1 3 航空自衛隊芦屋基地に対する取り組み 総務課 Ａ 7

6 1 1 パブリックコメントの実施 企画政策課 Ａ 7

7 1 1 第2次芦屋町地域情報化基本計画の推進 総務課 Ａ 8

7 1 2 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入 総務課・関係各課 Ａ 8

8 1 1 公共施設等総合管理計画の策定 企画政策課 Ａ 8

8 1 2 長寿命化計画の策定と実施（道路、橋梁） 都市整備課 Ａ 9

8 1 3 長寿命化計画の策定と実施（下水道） 都市整備課 Ａ 9

8 1 4 町営住宅　管理戸数の縮小 環境住宅課 Ａ 9

9 1 1 行政評価制度の推進 企画政策課 Ａ 9

9 2 1 住民アンケートの実施 企画政策課 Ａ 10

9 3 1 町税徴収方式の変更 税務課 Ａ 10

9 3 2 予算編成における予算配当制の実施 財政課 Ａ 10

9 3 3 財政シミュレーションの公表 財政課 Ａ 10

9 3 4 統一的な基準による地方公会計の公表 財政課 Ａ 11

9 3 5 退職手当債の一括繰上償還 財政課 Ａ 11

9 3 6 遠賀・中間地域広域行政事務組合への提言 財政課・関係各課 Ａ 11

9 3 7 バイオマスエネルギー発電システムの導入 都市整備課 Ａ 11

9 4 1 補助金等の見直し 企画政策課・財政課・関係各課 Ｂ 12

9 5 1 公共工事の入札・契約方法の見直し 財政課 Ａ 12

9 6 1 積極的な町有地の売却 財政課 Ａ 12

9 6 2 土地開発基金の土地の活用・処分 財政課 Ｂ 13

9 6 3 がんばれ芦屋町ふるさと応援寄付金の充実 企画政策課 Ａ 13

9 6 4 滞納繰越分の徴収率の向上（税） 税務課 ＡＡ 13

9 6 5 徴収率の向上（税） 税務課 ＡＡ 13

9 6 6 徴収率の向上（住宅使用料） 環境住宅課 Ｂ 14

9 6 7 徴収率の向上（学校給食費） 学校教育課 Ｂ 14

9 6 8 徴収率の向上（奨学金） 学校教育課 Ｂ 14

9 6 9 徴収率の向上（保育料） 健康・こども課 Ｂ 14

9 6 10 施設使用料の見直し 生涯学習課 Ａ 15

9 6 11 施設使用料の見直し（減免基準の見直し） 生涯学習課 Ａ 15

10 1 1 行財政改革の取組状況の報告 企画政策課 Ａ 15

1



（単位：千円）

AA A B C D -

(１) 行政の担うべき役割の重点化 3 2 1 67 % 0

①民間委託等の推進 2 2 100 %

②地方公営企業の経営健全化 1 1 0 %

(２) 効率的な行政運営の推進 3 3 100 %

(３) 定員管理及び給与の適正化 3 3 100 % 0

①定員管理の適正化 1 1 100 %

②給与の適正化 2 2 100 %

(４) 人材育成の推進 2 2 100 %

(５) 住民との協働の推進 3 3 100 %

(６) 公正の確保と透明性の向上 1 1 100 %

(７) ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用 2 2 100 %

(８) 公共施設のマネジメント 4 4 100 %

(９) 自主性・自律性の高い行財政運営の確保 22 2 14 6 73 % 61,552

①目標管理型行政運営の推進 1 1 100 %

②住民ニーズの把握による施策反映 1 1 100 %

③経費の節減合理化等財政の健全化 7 7 100 % 14,618

④補助金等の見直し 1 1 0 %

⑤公共工事の入札・契約方法の見直し 1 1 100 %

⑥自主財源確保の推進 11 2 4 5 55 % 46,934

（１０） 議会 1 1 100 %

計 44 2 35 7 84 % 61,552

※達成状況　AA：（当初の計画を前倒しで推進している）

※達成率　実施項目数における達成状況のAA、A、検討終了（－）の割合

※27年度効果額　金額で効果を測定することが適当な項目について積算

 　　　　　　　　　-:（検討終了）

　               　C:（全体的に当初の計画から遅れている）　　　　　 　　　　　　　
 　　　　　　　　　D:（ほとんどが未着手である）

　　         　　　B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）

内訳

重点推進項目
実施
項目数

　　　　　　　　　 A：（すべてが計画どおり推進している）

「芦屋町集中改革プラン」27年度推進結果総括表

内訳

内訳

達成率 27年度効果額
達成状況
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芦屋町集中改革プラン推進結果（平成27年度）

　(1) 行政の担うべき役割の重点化
①民間委託等の推進

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

指定管理者制度の導入
担当課：企画政策課

公の施設の管理運営について、住民サービスの向
上や経費削減を目的に、指定管理者制度を導入す
る。

現在6施設について導入済みであるが、今後未導
入の施設について効果等を検証していく。

保育所の民間移譲の推進
担当課：健康・こども課

住民サービスの向上及び経費の削減を図るため
に、指定管理で運営している緑ヶ丘保育所の平成31
年度の民間移譲に向けてすすめていく。

②地方公営企業の経営健全化
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

下水道使用料の見直し
担当課：都市整備課

住民の福祉の増進かつライフラインである下水道
事業は、必要不可欠であり、将来にわたり存続させ
るため、一般会計から一部補填を受け経営を行って
いる。
しかし、受益者の合理的かつ適正な負担を原則と

して、独立採算制による経営の健全化を図るため、
平成27年度、31年度に適正な使用料の改定を実施で
きるようすすめていく。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・住民サービスの
向上
・経費の削減

・国民宿舎マリンテラスあしやの次期指定管
理者を選定した。

A

2
検
討

検
討

検
討

検
討

実
施

・住民サービスの向上
・経費の削減
（数値目標）
31年度
60,000千円削減

・民間委譲を行う時期について検討した。

A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

・受益者負担の適正化
（数値目標）
【26年度当初予算比（税
抜き）】

収入増額見込額
（収益的収支計画表よ
り）
27年度
12,500千円
28年度
50,900千円
29年度
45,000千円
30年度
40,500千円

・下水道使用料改定の実施へ向けて、適正な
下水道使用料の検討を行った。
　また、経営の安定化を図るため、平成28年5
月1日からの下水道使用料改定（値上げ）を決
定した。

検
討

検
討 B検

討
実
施

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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　(2) 効率的な行政運営の推進
①効率的な行政運営の推進

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

横の連携を可能とする組織づくり
担当課：企画政策課

各事務事業を実施する中で、ひとつの課だけでは
完結できない事業が多くあり、他課との横の連携が
不可欠となる。この連携が可能となるよう常に情報
共有を図るため、課内会議やグループ会議などを定
期的に開催していく。

組織機構や事務事業については事務改善委員会を
毎年設置し、事務事業が効果的かつ効率的に推進で
きる組織づくりを進める。

広域連携の推進
担当課：企画政策課

今後の人口減少社会においても一定の行政サービ
スは持続していく必要がある。しかし市町村が単独
で公共施設等をそろえる「フルセット行政」には限
界があるため、核となる都市やその圏域を戦略的に
形成していくことが今後求められてくる。国による
新たな広域連携の推進が今後展開されていく中で、
既存の協議会を中心に、各種事務事業等の広域連携
について推進していく。

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
担当課：企画政策課

国は「人口減少克服・地方創生」、「地域の特
性」に即した課題解決を図ることを目的に、「長期
ビジョン」及び「総合戦略」を策定。市町村は国の
長期ビジョンを勘案し、人口の現状を分析するとと
もに、今後目指すべき方向と人口の将来展望を提示
した地方版「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
策定することとなっている。この総合戦略を策定
し、特に人口減少対策に対して具体的な行動計画を
策定するものである。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・事務の効率化
・住民サービスの向上

・事務改善委員会を設置し、総合戦略推進の
ための事務分掌についてまとめた。（組織機
構の見直しについては28年度中に検討結果を
出す。）
・課のグループ会議を定期的に開催し、情報
共有や連携の向上に努めた。

A

2
検
討

一
部
実
施

実
施

実
施

実
施

・効率的な行政運営
・住民サービスの向上

・総務省連携中枢都市圏構想に基づく北九州
市との連携協約締結に向けた協議を行った。
北九州市を中核都市とした、周辺6市11町での
「北九州都市圏域」が形成され、連携事業を
28年度から推進することが意思決定された。

A

3
実
施

・定住化、人口減少の歯
止め
・活力ある芦屋町の創生

・「芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略」
を策定した。

A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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 （3）定員管理及び給与の適正化
①定員管理の適正化

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

職員定員の適正化
担当課：総務課

第3次行政改革第2ステージにおける退職者1名に
対し1名の採用の考え方を基本とし、事務事業の廃
止･縮小、事務処理方法の改善などの合理化の取組
や行政需要の動向に応じた定員管理に引き続き取り
組む。

　　②給与の適正化
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

給与制度の見直し
担当課：総務課

給料・手当は、国家公務員の給与制度に準じるこ
とを基本に県及び近隣市町の状況を踏まえ、引き続
き適正な給与制度の運用に努める。また、給与等の
状況を公表する。

特別職の報酬・費用弁償の見直し
担当課：総務課

特別職の給料、報酬及び費用弁償の額について
は、一般職職員の給料及び近隣市町の特別職の報酬
等の額の改定状況を考慮し、適正な報酬等の額につ
いて必要に応じて特別職報酬等審議会に諮問し見直
しを図る。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

・町立芦屋中央病院の地方独立行政法人への
移行の際に、医療職職員の内、3名が事務職へ
職種変更した。
・退職者5名に対し、採用者2名（28年4月1日
採用を含む）となった。 A

検
討
・
実
施

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1

検
討
・
実
施

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

・定員の適正化

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

・給与の適正化 ・27年度からの国家公務員の給与制度の総合
的見直しに準じて、給料表等を改定した。
　給料表　平均改定率△2％
　管理職員特別勤務手当、単身赴任手当、退
職手当の改定
・27年度の国家公務員の給与改定に準じて、
給料表、勤勉手当の支給率を改定した。ま
た、地域手当を改定した。
　給料表　平均改定率　0.4％
　勤勉手当　＋0.1月（4.1月⇒4.2月）
　地域手当　2％
・給与等の状況を広報紙とホームページにて
公表した。

A

2

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

1

検

討
・
実

施

検

討
・
実

施

・報酬額等の適正化 ・26年度に特別職報酬等審議会に諮問し答申
を受け、答申内容について27年度に検討を
行った結果、答申どおりに特別職の期末手当
の支給率を改定した。
　町長等の期末手当　＋0.15月（2.95月⇒3.1
月）
※議会議員の分については改正条例議案が否
決となった。

A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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　(4) 人材育成の推進
①人材育成の推進

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

人事評価制度の運用
担当課：総務課

人事評価を実施することで、職員の職務遂行能力
を評価・分析し、個々の能力開発、育成を効果的に
進め、住民サービスを向上させる。また、上司と部
下との良好なコミュニケーションを促進させること
で組織全体の活性化を図る。

職員研修の実施
担当課：総務課

職場における実務研修（OJT研修）の他、各種機
関で行われる職員それぞれの職務に応じた一般研修
や高度な専門知識や能力を習得するための専門研
修、地方分権の推進に伴い必要とされる政策形成能
力、法務能力等の向上を図るための研修を積極的に
活用し、職員の資質向上に努める。

※OJT研修（On the Job Training)…職場内で上
司、先輩が部下に日常の仕事を通じて必要な知識、
技能、仕事への取り組み等を教育すること。

　(5) 住民との協働の推進
①住民と行政の協働によるまちづくりの推進

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

住民参画まちづくりの推進
担当課：企画政策課

「住民参画まちづくり条例」に基づき、「まちづ
くりは自治を推進するため、町と住民がまちづくり
に関する情報を共有することを基本に進める」とと
もに、「それぞれの責務と役割のもとに協働してま
ちづくりを進める」とした基本理念を具現化するた
めの取り組みを進めていく。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・職員の資質向上
・組織の活性化

・従前から行っている勤務評定制度を引き続
き実施することとし、定期・特別評定を実施
した。
　また、所属長が職員に対して自己申告書を
もとに面談を実施した。 A

2
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・職員の資質向上 ・福岡県市町村職員研修所等への派遣研修の
他に、個人情報保護、マイナンバー、メンタ
ルヘルスに関する研修を実施した。
・職員の育成及び、本人の自己理解・他者と
の相互理解を促進し、職場の円滑なコミュニ
ケーションを実現することを目的として、性
格適性検査を実施した。 A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・住民参画による協働
のまちづくりの推進

・情報ガイドブック（あなたとまちをつなぐ
本）を作成、全戸配布を行った。
・「住民参画まちづくり条例」の見直しにつ
いて検討した結果、条例は見直さず作成した
情報ガイドブックの実践に注力することとし
た。 A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

6



実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

自治区担当職員制度の推進
担当課：地域づくり課

住民参画まちづくり条例に基づき、町民と行政が
連携して豊かで暮らしやすい「協働のまちづくり」
実現のため、すべての職員が地域の活動に参加し、
町民による自主的な地域づくりのサポートを目的と
して、自治区担当職員制度を実施する。

航空自衛隊芦屋基地に対する取り組み
担当課：総務課

火災時の支援やイベントの支援協力にとどまら
ず、各種ボランティア事業やコミュニティ事業への
参加を要請するとともに、基地との交流の促進を図
る。

また、芦屋町基地対策協議会を通じて、隊員の自
治区への加入をはじめ各種要望を行う。

（６）公正の確保と透明性の向上
①行政情報の公開と透明性の向上

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

パブリックコメントの実施
担当課：企画政策課

町の政策形成過程の公平性と透明性を確保すると
ともに、町政への住民参画を促進し、協働のまちづ
くりを実現するための一つの手法として平成18年度
に実施要綱を定め推進している。また、意見提出が
少ないことから、周知方法などを改善しているが、
効果は十分にあがっていない。このため、より意見
の出しやすい実施方法や周知方法への見直しを随時
進めていく。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

2
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・全自治区ごとに将来
的な計画を、住民と職
員が協働で作成し、そ
の計画に基づいて活動
していく。

（数値目標）
計画の策定自治区数
平成30年度
3自治区
※モデル自治区
平成31年度
27自治区

・ステップ1「職員と住民が顔見知りになる」
の2年目である27年度については、自治区とし
て参加する町内行事（4行事）及び自治区単独
行事を対象に各自治区5回を上限として、ボラ
ンティアでの活動を展開した。
その結果、参加者した職員数は延べ164人と
なった。これは、ステップ1の1年目である26
年度の2倍以上の人数である。 A

3
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施 A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

実
施

実
施

・住民参画による協働
のまちづくりの推進

・町内各種団体の代表者を中心とした芦屋町
基地対策協議会を3回開催した。
・芦屋基地に係る課題の抽出を行い、その改
善に向けた要望事項について検討した。
・町内イベントへの積極的な支援協力体制の
構築を要望した。

・透明性、公平性の確保
・協働のまちづくりの推
進

・重要な計画等について、4件のパブリックコ
メントを実施した。
・パブリックコメントの実施においては、多
くの意見が出るよう各計画等に合わせた周知
の工夫を行った。
・各パブリックコメントにおけるHPの更新作
業は随時実施。

A1
実
施

実
施

実
施

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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（７）ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用
①ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

第2 次芦屋町地域情報化基本計画の推進
担当課：総務課

ＩＣＴを活用した行政サービスの充実と情報提
供、簡素で効率的な行政の推進、協働による地域情
報化を図るため、第2 次芦屋町地域情報化基本計画
（計画期間：平成32年度まで）に基づき策定した芦
屋町情報化アクションプラン前期計画（平成23年度
～平成28年度）と今後策定する後期計画（平成29年
度～平成33年度)に基づき、具体的な個別事業を推
進していく。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入
担当課：総務課、関係各課

行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平かつ
公正な社会を実現するために導入されるマイナン
バー制度について、システム改修や個人情報保護評
価など、制度導入に的確に対応していくとともに、
近隣市町の動向に注視しながら制度活用の検討を行
い、事務の効率化や住民の利便性向上を図る。

（8）公共施設のマネジメント
　　①公共施設のマネジメント

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

公共施設等総合管理計画の策定
担当課：企画政策課

今後の人口減少等により公共施設の利用需要が変
化していくことが予想される。このことを踏まえ公
共施設の全体状況を把握し、長期的な視点をもって
各施設のあり方を定める「公共施設等総合管理計
画」を策定する。

なお、当該計画は国の指針に基づくもので、国の
「インフラ長寿命化基本計画」を勘案し、各施設ご
とに策定している長寿命化計画を包括する計画とな
る。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

A1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・住民サービスの向上
・簡素で効率的な行政
の実現
・協働のまちづくりの
推進

・情報化アクションプラン（前期）に計上し
ている16事業のうち12事業が実施済みとなっ
た。
・平成28年度末までには情報化アクションプ
ラン（後期）を策定し、平成29年度から平成
33年度まで情報化に係る事業を推進する。
・住民情報に関する基幹系業務システムの共
同利用については平成27年度末に北部九州情
報化推進協議会がその役割を終え解散、それ
と同時にこの共同利用を維持、発展させるた
めの体制を構築した。

実
施

実
施

・住民サービスの向上
・事務の効率化

・番号制度導入に伴うシステム改修について
は、住民基本台帳・税情報・福祉システムの
個人番号利用のための改修は全て完了、情報
連携についても団体内統合宛名サーバーや中
間サーバーの整備が完了した。また、特定個
人情報保護評価についても個人番号を利用す
る事務については全て評価・公表が完了し
た。
・個人番号の利用（独自利用含む）について
も条例整備や安全管理措置の徹底等により制
度導入が進んでいる。

A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

2
実
施

実
施

実
施

1
実
施

実
施

・公共施設の適正な維持
管理
・経費の節減
・財政の平準化

・公共施設等総合管理計画策定にあたって、
対象となる施設の現状を正確に把握するため
の基礎資料となる「固定資産管理台帳」の整
備を行った。
・28年度に検討委員会を設置するために、
「芦屋町公共施設等総合管理計画策定委員会
設置条例」の制定を行った。 A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

長寿命化計画の策定と実施（道路、橋梁）
担当課：都市整備課（土木係）

道路、橋梁などの公共インフラについて、長寿命
化による効果的な修繕やコスト削減、問題箇所の早
期発見、ニーズや利用が多い箇所への重点投資など
を図るため、長寿命化計画を定期的に策定し、計画
的な修繕、改築、更新計画を定めていく。また、そ
れに基づいた計画的で適正な維持管理を行ってい
く。

長寿命化計画の策定と実施（下水道）
担当課：都市整備課（下水道係）

下水処理場、ポンプ場、管渠などの下水道施設等
について、長寿命化による効果的な修繕やコスト削
減、問題箇所の早期発見、ニーズや利用が多い箇所
への重点投資などを図るため、長寿命化計画を定期
的に策定し、計画的な修繕、改築、更新計画を定め
ていく。また、それに基づいた計画的で適正な維持
管理を行っていく。

町営住宅　管理戸数の縮小
担当課：環境住宅課

平成26年度末現在797 戸の住宅を維持管理してい
るが、町営住宅の世帯数比率は県内トップ水準にあ
り、平成23 年度に策定した「町営住宅長寿命化計
画」に基づき、管理戸数を縮小していく。

（９）自主性・自律性の高い行財政運営の確保
　　①目標管理型行政運営の推進

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

行政評価制度の推進
担当課：企画政策課

平成26年度から運用を開始した目標管理制度にお
いて、各事業の有効性や必要性を客観的に評価し、
事業の適正化・効率化を図り、位置づけを明確にす
ることにより既存事業の見直しや財政運営の適正化
など、ＰＤＣＡサイクルの確立を図っていく。

また、各事務事業における目標を明確にし、職員
個々の能力開発や組織の活性化を図る。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

2
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・公共施設の適正な維持
管理
・経費の節減
・財政の平準化

・道路橋長寿命化事業により、２橋の設計委
託と４橋の補修工事を行った。
・道路擁壁詳細調査、橋梁定期点検及び道路
照明灯整備工事を行った。
・横断歩道橋は、浜口町歩道橋の耐震化工事
を行い、町内３橋全ての工事が完了した。
(H25～27年度)

A

3
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・公共施設の適正な維持
管理
・経費の節減
・財政の平準化

・処理場
　長寿命化計画に基づき、送風機設備の更新
及び長寿命化計画の実施設計を行った。
・ポンプ場
　汐入ポンプ場他6箇所の長寿命化計画を策定
した。
・汚水管渠
　長寿命化計画に基づき、人孔蓋の取替えを
行った。

A

4
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・適切な維持管理
・経費の節減
・財政の平準化

（数値目標）
31年度
107戸削減

・高浜団地3棟（12戸）と後水住宅6棟(24戸）
の解体実施。
・平成27年4月1日現在　797戸
　高浜団地解体実施　3棟（12戸）
　後水住宅解体実施　6棟（24戸）
　平成28年3月31日現在　761戸 A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

A1
実
施

実
施

実
施

・住民サービスの向上
・効率的な行政運営
・事務の改善による効
率化
・組織の活性化

・ＰＤＣＡサイクルの確立を目指した事務事
業の推進を図った。
・実施計画の推進予定を作成し事務の進行管
理の徹底を図った。
・第5次総合振興計画・後期計画の策定にあた
り、施策評価のテスト運用として、総合振興
計画前期計画の進捗確認及び後期計画に向け
ての課題整理を行った。

実
施

実
施

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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　　②住民ニーズの把握による施策反映
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

住民アンケートの実施
担当課：企画政策課

各種施策や事務事業などの取り組みに対する住民
の評価や今後のまちづくり、各種施策に対する意向
などを把握するために、「コミュニティ活動状況調
査」を定期的に実施し、計画づくりや行政運営に反
映していく。

③経費の節減合理化等財政の健全化
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

町税徴収方式の変更
担当課：税務課

住民税・固定資産税・国民健康保険税をまとめて
年10回で徴収する集合徴収方式では、電算システム
共同利用の目的であるコスト削減が実現できないた
め、税目ごとに徴収する単税徴収方式（全国標準方
式）に変更する。

なお、変更後の納期は住民税が年４期（6,8,10,1
月）、固定資産税が年４期（5,7,12,2月）、国民健
康保険税が年９期（7～3月）となる。

予算編成における予算配当制の実施
担当課：財政課

第3次行政改革集中改革プラン第2ステージにおい
て物件費を一律カットした配当を行い、配当制につ
いて成果を挙げているところである。現状で一律
カットは難しい状況であるが、前年度の経常経費と
の増減比較することで予算編成の効率化が図れるた
め配当制を継続する。また、職員の意識改革にもつ
なげる。

財政シミュレーションの公表
担当課：財政課

財政の将来見通しを推計するとともに、総合振興
計画の実施の確保を図ることを目的に、今後10年間
の財政シミュレーションを作成し公表する。なお、
社会経済情勢は常に変化しているので、これに弾力
的に対応するため、財政計画は毎年度ローリングに
よる見直しを行うこととする。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

実
施

・住民ニーズの的確な把
握と行政運営への反映

・住民参画によるまちづ
くり

・H26年度実施のコミュニティ活動状況調査に
ついて、第5次総合振興計画後期計画及び総合
戦略へ反映させた。

A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
実
施

1
検
討

実
施

・経費の削減
・住民サービスの向上
・事務の効率化

・徴収方式変更に向けたシステム改修を行
い、広報紙等により、平成28年度からの単税
化の住民周知を行った。

A

2
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・職員の意識改革
・業務（予算編成）の効
率化

・予算編成説明会において、平成28年度予算
編成方針及び予算配当制について説明を行
い、職員の意識改革を図った。

A

3
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・説明責任、透明性の確
保
・長期的視野による財政
の安定化を図る

・行革委員会や議会全員協議会を経てHPや広
報紙での公表を行った。

A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）
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実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

統一的な基準による地方公会計の公表
担当課：財政課

国が進める「統一的な基準による地方公会計」を
整備し、財政分析を行ったうえ公表する。

退職手当債の一括繰上償還
担当課：財政課

平成19年度から平成22年度に借り入れた退職手当
債が経常収支比率や実質公債費比率等の財政指数を
悪化させている。

これについて、繰上償還のための資金が確保でき
る見通しがたったため一括繰上償還を行う。

遠賀・中間地域広域行政事務組合への提言
担当課：財政課・関係各課

遠賀中間地域広域行政事務組合は、中間市及び遠
賀郡４町を構成団体として各自治体の負担のもと、
ごみ処理や消防に関する事務などを行っている。構
成団体の一員である芦屋町として不断の行財政改革
を進めている現状から、組合との事業計画に関する
協議などを通して組合事務の見直しや効率化などに
ついて提言を行う。

バイオマスエネルギー発電システムの導入
担当課：都市整備課

低炭素社会の構築に向けて、浄化センターの汚泥
処理から発生する消化ガス（メタン）を有効利用す
るため、発電システムを導入し、社会全体としての
温室効果ガスの削減に寄与する。

また、発電電力は場内利用し、維持管理費削減に
努める。

4
検
討

検
討

実
施

実
施

実
施

・説明責任、透明性の確
保

29年度　28年度決算の公
表
30年度　29年度決算の公
表
31年度　30年度決算の公
表

・統一的な基準による地方公会計の作成方法
について、他団体の状況等を調査し検討を
行った。

A

5
実
施

6
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施 A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

・経費の削減

27年度
退職手当債繰上償還額
535,962千円

（数値目標）
14,618千円
※繰上償還しなければ発
生する利子

・平成27年度末の退職手当債残高535,961,619
円の一括繰上償還を実施した。これにより、
今後予定されていた利子額14,617,769円の支
払いが不要となる。また、経常収支比率や実
質公債費比率等の財政指数も改善される。 A

実
施

実
施

・経費の節減 ・構成財政担当者会議において、し尿処理施
設の方向性について担当部署にて協議を進め
るよう提言した。

・経費の節減

（数値目標）
30年度
1日当たり600kwの発電
量

浄化センターの電力量
の約20％を削減する。

・消化ガス発電設備の実施設計を行った。

A7

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

1
1



④補助金等の見直し
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

補助金等の見直し
担当課：企画政策課・財政課・関係各課

補助金は、地方自治法第232条の2により、「公益
上必要がある場合」において、補助することができ
るとされている。

各課は補助金等交付基準に基づき、「事業の公益
性」、「事業の効果性」、「団体等の運営の適格
性」などを審査し、補助金の見直しを行う。

⑤公共工事の入札・契約方法の見直し
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

公共工事の入札・契約方法の見直し
担当課：財政課

公共工事の入札・契約方法（主に制度）について
は、透明性及び公平性を確保した上で、品質管理、
町内業者育成も観点に入れ見直しを行ってきた。今
後は事務の効率化及び業者の負担軽減を目的として
電子入札の検討を行う。

近隣市町の動向を注視し芦屋町に即した制度改正
は引き続き行っていく。

⑥自主財源確保の推進
実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

積極的な町有地の売却
担当課：財政課

町有地土地台帳の整備を行い、活用策の見出せな
い売却可能な町有地を抽出し、積極的に売却する。

また、分筆が売却促進の妨げとなっているため、
売却手法の見直しを検討する。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

B

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

実
施

実
施

・経費の削減 ・補助金等審査委員会を開催し、新規補助金
や既存補助金の内容変更について審議を行っ
た。
・28年度予算策定時に、各所管に対して補助
金の見直しに取り組むよう促した。
・26年度の補助金等交付状況をホームページ
で公表した。

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

・経費削減
・不調防止（入札の迅速
化）
・透明性・公平性の確保
向上
・事業所の負担軽減（時
間・移動コスト）

28年からの一部実施、29
年から実施を目標とす
る。

・電子入札の検討を行った。
・近隣市町の動向を注視し、芦屋町に即した
制度改正について検討を行った。

A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

1
検
討

一
部
実
施

実
施

1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・土地売却による収入増
・固定資産税の増加
・町有地の管理経費の削
減

【数値目標】
町有地の売却件数
27年度　2件
28年度　2件
29年度　2件
30年度　2件
31年度　2件

・町有地4件の売却を行った。
・効果額(町有地の売却額）＝43,450千円。

A

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

1
2



実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

土地開発基金の土地の活用・処分

担当課：財政課

土地開発基金は公用のために取得する必要のある
土地をあらかじめ取得することにより、公共事業の
円滑な執行を図るもの。過去に取得した土地を適正
な行政財産として使用するため、所管への売却（買
戻し）を促進し、有用な土地は行政財産として使用
し、不用なものは売却を行う。

がんばれ芦屋町ふるさと応援寄付金の充実
担当課：企画政策課

平成20年度から、ふるさとへの思いを持つ人々な
どが貢献できるよう寄付金を財源とした「がんばれ
芦屋町ふるさと応援基金」を設置し、寄付金を財源
として事業を行うことにより、歴史や自然環境を活
かし、活力ある協働のまちづくりを進めることを目
的としている。

また、近年「ふるさと納税制度」によるお礼の品
を、その土地ならではの特産品を取り揃え、寄付金
獲得と町の魅力発信に繋げている自治体も多く見受
けられる。芦屋町においても更なる寄付金の増額の
ため、お礼の品の研究、拡充、リピーター増加に向
けた取り組みを行い、町の貴重な財源のひとつとす
る。

滞納繰越分の徴収率の向上(税)
担当課：税務課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

的確な財産調査を基に、滞納処分(財産差押え)や
執行停止を行い、税収確保と徴収率の向上を図る。

徴収率の向上（税）
担当課：税務課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

催告、財産調査、滞納処分を行い、早期の滞納事
案解決を図る。また、係内研修等により、職員の専
門知識修得、徴収技術向上を図ると共に庁内の徴収
担当課間で連携した徴収対策を行うことによって徴
収率の向上を図る。

2
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・土地売却による収入増
・固定資産税の増加
・町有地の管理経費の削
減
・土地の有効活用

・過去に取得した土地を適正な行政財産とし
て使用するため、所管へ必要性の調査を行っ
た。

B

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

3

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

検
討
・
実
施

・自主財源の確保
・町の認知度、ファン
の獲得

（数値目標）
寄付者数 73名
（31年度）

27年度　53名
28年度　58名
29年度　63名
30年度　68名
31年度　73名

・27年度の寄付者は62名（3,483,855円）だっ
た。
・寄付者を増やすための取り組みとしては、
町のホームページや広報紙での周知、芦屋町
出身者による会合開催時等でのPRをしてい
る。
・5万円以上の高額寄付者に対するお礼の品で
ある「芦屋釜の里」製作の工芸品は、内容を
毎年変えており、リピーター確保に努めてい
る。

A

4
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・自主財源の確保
・受益者負担の適正化

(数値目標)
町民税、固定資産税、国
民健康保険税の合計徴収
率

27年度 13.8%
28年度 13.8%
29年度 13.9%
30年度 13.9%
31年度 14.0%

27年度徴収率（目標　13.8％）
滞納繰越分　20.7%

AA

5
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・自主財源の確保
・受益者負担の適正化

(数値目標)
町民税、固定資産税、国
民健康保険税の合計徴収
率

27年度 97.6%
28年度 97.6%
29年度 97.6%
30年度 97.6%
31年度 97.6%

27年度徴収率（目標　97.6％）
現年分　98.3％

AA

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

1
3



実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

徴収率の向上（住宅使用料）
担当課：環境住宅課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

常習滞納者に対して、催告、連帯保証人への連
絡、訴訟等により徴収の強化をしていく。新規未納
者に対しては、早期の電話連絡により滞納の常態化
を防ぐ。

滞納繰越分の徴収率の向上(学校給食費)
担当課：学校教育課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

電話催告、納付相談の案内など積極的な働きかけ
を実施するとともに、支払督促制度の実施、新規未
納者への早期取組み、過年度分の整理、徴収を強化
する。

徴収率の向上（奨学金）
担当課：学校教育課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

電話催告、納付相談の案内など積極的な働きか
け、支払督促制度を実施し、過年度分の整理、徴収
を強化する。

徴収率の向上（保育料）
担当課：健康・こども課

自主財源の確保を推進するため、徴収担当課同士
の連携を進め、滞納整理の着実な実施により、徴収
率の向上を図る。

滞納処分も含め徴収方法を再検討し、徴収を強化
していく。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

6
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

効果：自主財源の確保、
受益者負担の適正化

(数値目標)
27年度 98.2％
28年度 98.3％
29年度 98.4％
30年度 98.5％
31年度 98.7％

・27年度徴収率 (目標98.2%)
 現年度分徴収率　97.8％
 滞納繰越分徴収率　6.1％
・現年度分の徴収率が目標数値に至らなかっ
たが、前年度（97.6％）より0.2%向上した。
・強制執行は未実施であるが、違法駐車の取
締りを強化し過料請求を実施した。

B

7
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

効果：自主財源の確保、
受益者負担の適正化

(数値目標)
27年度 98.8％
28年度 98.8％
29年度 98.8％
30年度 98.8％
31年度 98.8％

・27年度徴収率（目標98.8％）
・現年度分徴収率98.4％
・滞納繰越分徴収率12.2％
　法的措置の実施について検討してきた結
果、支払督促を実施した。 B

8
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・自主財源の確保
・受益者負担の適正化

(数値目標)
27年度 86.0%
28年度 86.2%
29年度 86.4%
30年度 86.7%
31年度 87.0%

・27年度徴収率（目標86.0％）
・現年度分徴収率66.7％
・滞納繰越分徴収率4.6％
　法的措置の実施について検討してきた結
果、支払督促を実施するために、滞納者に対
して、督促状等を送付し、本人に対して債務
承認をさせ、支払督促等、法的措置の準備を
行った。

B

9
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

・自主財源の確保
・受益者負担の適正化

(数値目標)
27年度 99.9％
28年度 99.9％
29年度 99.9％
30年度 99.9％
31年度 99.9％

・27年度徴収率（目標99.9％）
・保育料97.5％
・滞納者に対して、電話連絡、催告書の送
付、児童手当等からの徴収を実施した。

B

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

1
4



実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

施設使用料の見直し
担当課：生涯学習課（社会教育係、文化係、公民館係）

生涯学習課所管の各種施設使用料等について、適
正かどうか調査・検討し、見直すことで受益者負担
の適正化を図る。

また、消費税率引き上げに伴う使用料等の見直し
も併せて検討する。

施設使用料の見直し（減免基準の見直し）
担当課：生涯学習課（社会教育係、文化係、公民館係）

生涯学習課所管の各種施設利用の減免基準につい
て、調査・整理検討し、必要に応じて見直すこと
で、受益者負担の適正化を図る。

　(10) 議会
①行財政改革の取組状況の報告

実施項目 備考
実施概要 27 28 29 30 31 （効果など） 状況 状況が「Ｃ」「Ｄ」の場合の理由

行財政改革の取組状況の報告
担当課：企画政策課

行財政改革は、執行機関が議会と連携しつつ全庁
が一体となって取り組み、住民をはじめ、関係方面
の理解と協力により推進できるものである。

議会は、行財政改革の進捗状況や結果の報告を求
めるなど、執行機関に対する監視機能を高めるとと
もに、住民の多様な意見を把握し、集約・反映させ
るための取り組みを進めていただくようお願いす
る。

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

10
検
討

検
討

実
施

・受益者負担の適正化
・町内者への公益性充実
・施設維持管理費の負担
軽減

・施設使用料等については、今後予定されて
いる消費税率10％への引上げ時に併せて見直
しを行うこととし、県や他市町の類似施設の
状況について、情報収集を行った。

A

11
検
討

検
討

実
施

・受益者負担の適正化
・町内者への公益性充実
・施設維持管理費の負担
軽減

・減免基準の見直しについては、今後予定さ
れている消費税率10％への引上げ時に併せた
施設使用料等見直し時に行うこととし、県や
他市町の類似施設の減免基準の状況につい
て、情報収集を行った。 A

№
年度

実施状況等（27年度）
目標の達成状況

・26年度集中改革プラン推進結果及び5年間の
まとめを説明した。

A1
実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

達成状況　AA：(当初の計画を前倒しで推進している）A：（すべてが計画どおり推進している）B：（一部を除き当初の計画どおり推進している）
　　　　　 C:（全体的に当初の計画から遅れている）D：（ほとんどが未着手である）

1
5


